
 

  

 

 

 

 

身につけよう 交通ルールと ヘルメット 

    ～自転車を安全に利用しよう～ 
  

 

 

 

 

〇ヘルメット着用の努力義務化 

  道路交通法の改正により、令和５年４月から

日本国内の全ての自転車利用者に対する乗車用

ヘルメットの着用が努力義務となりました。 

〇普通自転車の歩道通行 

普通自転車が歩道を走れる条件は 

・道路標識等により歩道を通行することができ

るとされている場合 

・13歳未満の子供、70歳以上の者、車道通行に支障がある身体障害がある者 

 ・車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転

車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合 

 

 

 

       還付金詐欺に注意！ 

 

相手は？ ☑ 役所 

     ☑ 金融機関 

用件は？ ☑ ATM手続き 

     ☑ 還付金 

役所の職員をかたり、ATMを操作させて現金を振り込

ませる その電話、≪詐欺≫では？ 

 


